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１ 委託事業名 

令和８年度「体育・スポーツ施設に関する調査研究（確報値を活用したデータ分析・政府統

計共同利用システム電子調査票の改修等）」 

 

２ 事業の概要・目的 

本調査は、統計法に基づく政府公式統計で、第３期スポーツ基本計画においても、スポーツ施

設の全体最適化の基盤として、具体的施策において基本計画に明記されているところ、体育・

スポーツの振興に資するため我が国における体育・スポーツ施設の設置者別現在数や施設の開

放状況等を明らかにし、今後のスポーツ振興施策の企画・立案に必要な基礎データを得るもの

である。 

確報値を活用したデータ分析については、今後の調査の方向性を確立し、地方公共団体にお

けるスポーツ施設整備、気軽にスポーツに親しめる場づくりに関する取組が促進されるよう、

前年度に取りまとめた確報値等の分析を行う。 

また、令和６年度より「政府統計共同利用システム」の「オンライン調査システム」を活用

した調査を実施しているが、令和９年度の調査では、より効率的な回答や集計作業に繋がるよ

う、既存の調査票を改修する。 

 

３ 委託契約期間 

委託契約締結日 ～ 令和９年３月 25日（木） 

 

４ 委託事業の内容 

  ア 令和６年度調査の確報値等に関するデータ分析及び次年度調査の項目の検討 

（１）各種調査結果を基にしたデータ分析 

令和６年度体育・スポーツ施設現況調査結果に加え、スポーツ庁が実施する他の調査（「公

共社会体育施設の耐震改修状況等調査」「学校体育施設設置状況等調査」等）結果等を基に

データ分析を行い、今後のスポーツ政策の検討に向けた現状分析を行う。 

（２）次年度調査内容の検討 

今後のスポーツ政策の検討や効率的な調査の実施に向け、既存の調査内容の見直しや、新

たに調査すべき事項等を検討する。 

（３）有識者委員会の運営 

（１）（２）の実施に当たっては、年３回以上の有識者委員会を開催しながら検討すること。 

過年度事業で行った調査の確報値は、以下で示す資料を参考にすること。 

令和６年度調査の確報値等に関するデータはスポーツ庁より付与する。 

 

（参考） 

体育・スポーツ施設現況調査結果の概要（過年度）＜スポーツ庁ホームページ＞ 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/shisetsu/kekka/1368165.htm 

体育・スポーツ施設現況調査（過年度）＜e-Stat政府統計の総合窓口ホームページ＞

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00402101&tstat=000001088795& 

 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/shisetsu/kekka/1368165.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00402101&tstat=000001088795&
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00402101&tstat=000001088795&


 

イ 政府統計共同利用システム電子調査票の設定及び一部改修 

アの検討結果を踏まえ、次年度調査項目を設定するとともに、当該調査項目に沿うように

政府統計共同利用システム電子調査票を設定する。併せて、過去の調査において寄せられた

改修要望に基づき次のとおり政府統計共同利用システム電子調査票を一部改修する。 

①データ自動入力・自動反映機能 

調査担当者の入力負荷を軽減するため、以下の自動入力・自動反映機能を組み込むこと。 

No. 機能名 機能概要 

1 プレプリント結果の自動反映 前回調査結果を次回調査画面へ自動で引き継

ぐこと 

2 基礎情報の自動入力 ID に紐づいた学校コード・学校名・住所等を

自動補完すること 

3 対象施設なし時の自動入力 対象施設が存在しない場合、自動で「0」を入

力すること 

 

②入力バリデーション・エラー制御 

入力データの品質を確保するため、以下のバリデーション・エラー制御機能を実装する。 

No. 機能名 機能概要 

4 外れ値の入力制限 定義範囲外の値を入力できないよう制御する

こと 

5 エラー表示（組み合わせチェック）  値の組み合わせの整合性をチェックし、エラ

ーを通知すること 

 

③UI/UX改善 

利用者の操作性向上のため、以下の機能を実装する。 

No. 機能名 機能概要 

6 ツールチップ機能 マウスオーバー時に項目の説明文を表示する

こと 

 

政府統計共同利用システム電子調査票の設定及び一部改修にあたっては、次の（１）～（６）

の手順を踏まえること。 

 

（１）要件定義書の作成 

電子調査票の設計・開発に先立ち、スポーツ庁と協議を行い、要件定義書を作成する。 

 

（２）項目定義設計書・自動審査設計書の作成 

電子調査票の定義内容等を記載した「項目定義設計書」及び「自動審査設計書」を作成す

る。なお、「項目定義設計書」については、令和５年度「体育・スポーツ施設に関する調査

研究（政府統計共同利用システム電子調査票の開発等）の開発時に作成した、「項目定義設

計書」をスポーツ庁より付与する。 

 

（３）電子調査票の設計・開発 



 

電子調査票についてイ①～③で設定した改修項目に基づいて、必要な設計及びプログラム

開発を実施する。電子調査票の仕様は、最新の「政府統計共同利用システム（オンライン

調査システム）電子調査票ガイドライン（電子調査票開発編（HTML 用））」に基づくこと。

なお、作業詳細等については、本請負業務開始後、スポーツ庁と協議の上決定するものと

する。 

 

（４）電子調査票のテスト等 

本業務内において設計・開発を実施した電子調査票について、「９．テスト要件」に示

す各種テストを実施する。なお、単体テストについては、受注者が用意する環境で実施

し、結合テスト（シナリオベースで実際の業務内容に即したテスト）以降は、原則とし

て政府統計共同利用システムの検証環境上に構築された環境で行うこととする。 

テストの結果、必要な機能が実現されていない等、本調達仕様書に示す要件が満たさ

れない場合は、受注者の負担によりその原因を特定し、迅速に設計変更・改修等を実施

すること。 

 

（５）受入テスト支援 

本業務内において開発を実施した電子調査票について、調達仕様書と整合しているかどう

か確認するため、スポーツ庁が実施する受入テストを必要に応じ支援すること。 

 

（６）実査準備支援 

令和９年 10月から開始予定の「令和９年度体育・スポーツ施設現況調査」の実査準備作業

としてスポーツ庁が実施する、調査対象者の ID・パスワードの発行やプレプリントデータ

の作成にかかり、必要となるデータレイアウトの修正作業等について、スポーツ庁と協議

を行い、必要に応じて適宜支援を行うこと。また、令和９年度調査の運用・保守業者への

引継書の作成を行うこと。 

 

参考：スケジュールの目安 
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５ 成果物 

 ア 令和６年度調査の確報値等に関するデータ分析及び次年度調査の項目の検討 

（１）業務実施計画書 納入期限：契約後３週間以内 

（２）報告書     納入期限：事業終了後３週間以内 

いずれも納入形態は紙媒体（３部）及び電子媒体とする。 

 イ 政府統計共同利用システム電子調査票の改修等 

（１）開発にかかる設計書類・文書（プロジェクト計画書、設計書（項目定義設計書・自動審

査設計書）、各種テスト結果報告書）、議事録等 

※各文書の内容については適宜スポーツ庁と調整を行うこととする。 

 

No 納入成果物 作業内容との 

関係 

提出期限 

（初版） 

納入期限 

（最終版） 

納入形態 

1 設計・開発ドキュ

メント 

・基本設計書 

・項目定義設計書 

・自動審査設計書 

基本設計 

詳細設計 

各設計書作成後

速やかに 

結合テスト終了

後速やかに 

 

 

紙媒体 

電子媒体 

2 各テストにおける

計画書 

単体テスト 

結合テスト 

各テスト開始 

５営業日前まで 

各テスト開始 

３営業日前まで 

3 各テストにおける

仕様書兼成績書 

単体テスト 

結合テスト 

 

各テスト終了後

速やかに 

 

 

各テスト終了後

速やかに 

 

紙媒体 

電子媒体 

 

4 各テストにおける

報告書 

単体テスト 

結合テスト 

5 調査回答者情報 

 

実査準備  

令和９年 

３月 18日(木) 

 

 

令和９年 

３月 25日(木) 

 

 

電子媒体 

 6 次年度の運用・保

守業者への引継書 

実査準備 

7 障害対応結果報告

書 

電子調査票等

に不具合が発

生した場合の

対応結果の報

告書 

不具合の発生か

ら２営業日以内 

不具合の発生か

ら４営業日以内 

 

 

電子媒体 

8 打合せ資料 

進捗報告会資料 

 

定例報告会 

その他打合せ 

 

打合せ等実施日

前まで 

打合せ等実施日

前まで 

 

 

電子媒体 

 

9 議事録 打合せ等実施後

速やかに 

打合せ等実施後

速やかに 

 

  



 

（２）電子調査票（スポーツ庁が実施する試行運用に用いるための暫定版及び令和９年度調査

に用いる最終版を納入すること） 

No 納入成果物 概要説明 提出期限 

（初版） 

納入期限 

（最終版） 

納入形態 

1 電子調査票 ・HTML ファイル 

・電子調査票を動作させるため

に作成した JSファイル 

・CSSファイル等（JavaScript 

等のソースコードも含む。） 

結合テスト 

終了後 

速やかに 

受入テスト

終了後 

速やかに 

電子媒体 

※提出期限、納入期限については、スポーツ庁が検査を行う期間を確保するために設定してい

るが、作業計画策定時にスポーツ庁と協議の上、決定するものとする。 

 

  ６ 納入場所 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 施設企画係 

メールアドレス:stiiki@mext.go.jp 

 

７ 著作権の扱い 

   本事業における成果物に係る著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）は、ス

ポーツ庁に帰属するものとする。既に受注者が保有しているドキュメント等の著作権は引き続

き同社に帰属するものとする。また、著作権がスポーツ庁に帰属するものについては、受注者

は著作者人格権を行使しないものとする。 

 

８ システム要件 

本業務のうち、「イ 政府統計共同利用システム電子調査票の改修」におけるシステム要件につ

いては、以下のとおりとする。 

（１）画面設計に関する共通事項 

電子調査票の画面設計にあたっては、以下の点に留意すること。 

①パソコン、スマホ等での入力、操作に支障がない画面デザインとする。レスポンシブ対応 

の電子調査票として、スマホ等での見やすさや操作を考慮した画面構成とすること。 

② 画面の構成及び概観の統一を可能な限り図る。 

③ メニューの位置、色等を統一し、メニュー等の画面構成要素等のコンテンツとの区別をつ

きやすいものとする。 

④ 使用する同一のボタン及びリンクは、常に同一の名称及び機能に統一し、ユーザが初めて

アクセスする画面でも、他の画面から習得又は経験した知識を一貫して使用できる仕様と

する。 

⑤ 色の違いにより情報を表現した場合、色の識別又は区別が困難なユーザは、情報を 

活用することが困難になるため、可能な限り色彩情報を用いないこと。やむを得ず 

色彩情報を用いて情報を表現する場合には、テキストによる説明を付加する。 

⑥ テキストのサイズ、色等のスタイルは、ユーザが自分のブラウザで見やすいように変更で 

きるよう、CSS を用いて相対的に指定する。 



 

⑦ 画像には alt 属性を付与し、何の画像であるかを明らかにすること。画像化テキストにも 

同様に代替テキストを付加する。 

⑧ 点滅、フリッカー（ちらつき）、移動等のあるコンテンツは、知覚や視覚に障害のある利 

用者にとって見づらくなるおそれがあるため、用いない。 

⑨ 幅広い利用者が想定されるため、分かりやすい用語を使用すること。難解な用語を用いる 

場合は、説明やヘルプといった補助情報を付加する。 

⑩ JavaScript については使用可能とし、アドオンについては使用不可とする。 

⑪ 画面の解像度については、別途スポーツ庁と協議する。 

 

（２）システム利用端末に関する要件 

電子調査票の利用端末の想定環境は下記のとおり。これらの環境下で本システムが問題なく 

動作すること。 

 

   【パソコン】「HTML 調査票」または「Excel 調査」に回答する場合 

OS ブラウザ 表計算ソフト 

（Excel調査票を利用の場合） 

Windows11 Firefox 150 

Google Chrome 148 

Microsoft Edge 148 

Excel for Microsoft 365 

Microsoft Office Excel 2024 

Microsoft Office Excel 2021 
Windows 10 ESU 

macOS  26 Safari 26  

 

【スマートフォン・タブレット】「HTML調査票」に回答する場合 

OS ブラウザ 

Android 15 Google Chrome 148 

iOS 26 Safari 26 

 

なお、以下は本調達時点における推奨環境であり、開発時点において変更される場合がある。

最新の推奨環境については、「https://www.e-survey.go.jp/recommended_env」を参照するこ

と。 

 

（３）システムの開発技法と開発ツール 

本業務は、政府統計共同利用システムのサブシステムであるオンライン調査総合窓口（e-

survey）を利用し、本調査をオンラインで実施するために必要となる電子調査票の設計・

開発業務を行うものである。 

このことから、本業務においては、政府統計共同利用システムの仕様に準拠し、以下に

示すオンライン調査システムガイドラインに記載されている開発ツール等を利用して設

計・開発を行うこと。なお、オンライン調査システムガイドラインが開発期間中に更新さ

れた場合は、更新後のガイドラインに準拠して開発を行うものとする。 

 

・「政府統計共同利用システム（オンライン調査システム）電子調査票ガイドライン（オン

ライン調査の概要）」（別添３－２） 

https://www.e-survey.go.jp/recommended_env


 

・「政府統計共同利用システム（オンライン調査システム）電子調査票ガイドライン 

（電子調査票開発編（HTML 用））」（別添３－４） 

 

９ テスト要件 

本業務では、下記に定めるテストを実施するとともに、スポーツ庁が実施する受入テストの

支援を行うこと。それぞれのテストの要件については、以下のとおりとする。なお、具体的

なテスト種別についてはテスト計画書で定義すること。 

 

（１）テスト環境 

    テストのために必要な機器等は、受注者の負担と責任において準備すること。単体テストに

ついては、受注者において準備した検証環境、結合テストについては、政府統計共同利用シス

テムにおける検証環境を用いて実施する。 

    

（２）テスト種別、役割分担 

テスト種別 テスト内容 
役割 

スポーツ庁 受注者 

単体テスト 

全ての機能及びプログラムが、単体にて、想

定どおりの動作をすることを検証する。全て

の分岐条件が少なくとも一度は実行され、想

定どおりの結果を返すことを検証すること。 

確認・承認 実施 

結合テスト 

機能全てについて、システム間で結合して、

シナリオに基づき、数値整合性、システム運

用等の観点で検証を行い、設計どおりの動作

をすることを検証する。正常処理、イレギュ

ラー処理等、通常業務に即したテストケース

を考慮することを検証すること。 

確認・承認 実施 

受入テスト 

スポーツ庁において、納入されたシステムの

受け入れを判定するためのテストを実施す

る。システムの機能・性能等が本来的な目的

や使用意図に合致しているのか等の妥当性

確認の支援を行うこと。 

実施 支援 

 

留意点 

    ①テストについては、政府統計共同利用システムにおいて推奨されるソフトウェア要件全てに

ついてテストを行うこと。 

②結合テスト工程における、政府統計共同利用システムの検証環境への電子調査票、 

項目定義設計書の搭載・差し替えは、受注者にて行うこと。なお、同システムの本番環境

への搭載及びリリース時に必要となる設定作業（統計調査情報の登録、経由機関・審査経

路・回答者情報の設定）も、受注者にて行う。 

③各テスト工程については、可能な限りスポーツ庁に負荷を与えることなく、受注者 



 

が責任を持って作業を実施すること。 

 

（３）テスト計画書及び仕様書の作成 

① 受注者が実施するテストの計画書及び仕様書の作成 

受注者は、本調達仕様書のテストに関わる要件に基づき、全工程にかかるテストについて、

その目的、方針、方式、手順、内容、テスト環境、テストデータ、開始基準、完了基準等を

それぞれ定義したテスト計画書及びテスト仕様書を作成し、スポーツ庁の承認を得ること。 

② 受入テスト支援計画書の作成 

受注者はスポーツ庁と調整の上、テストシナリオ等を含む受入テスト支援計画書を作成し、

スポーツ庁の承認を得ること。また、受入テスト仕様書の作成を支援すること。 

 

（４）テストデータ 

本業務で実施する全てのテストにおいては、受注者がテストデータを準備すること。 

 

（５）受入テストの実施支援 

受入テストにおける検証作業はスポーツ庁が主体となって実施する。また、受注者は、テ

ストデータの準備、検証作業におけるシステム操作、テストデータ投入、数値検証作業等、

受入テストの実施支援を必要に応じて行うこと。 

 

（６）テストの実施報告と評価 

受注者は、受注者が実施する各テスト工程完了時にはスポーツ庁への報告を実施し、承認

を得ること。承認を得られなかった場合は、スポーツ庁と調整の上、必要なテストを再度

実施すること。 

 

１０ 情報セキュリティ要件 

受注者は、契約締結後速やかに「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基

準群（令和７年７月１日 サイバーセキュリティ戦略本部決定）」、契約締結後にスポーツ庁

が提示する「文部科学省情報セキュリティポリシー（令和７年１２月２３日 文部科学省情

報セキュリティ対策委員会 改訂）」並びにその他スポーツ庁が提示した資料等を閲覧し、内

容を十分に確認するとともに、下記に示す事項を遵守すること。 

 

（１）情報セキュリティ対策方針の作成 

受注者は契約締結後、速やかに下記の内容を含む情報セキュリティ対策方針を作成すると

ともに、スポーツ庁に対して説明を行うこと。また、情報セキュリティ対策方針を変更する

場合には、速やかにスポーツ庁に提出し、承認を得るものとする。 

① 情報セキュリティ対策の全般的な実施内容及び管理体制 

② 受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、スポーツ庁の意図せざる 

変更が加えられないための管理体制 

③ 受注者の資本関係・役員等の情報、業務実施場所、従事者の所属・専門性（情報セキュリ

ティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供 

④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法 

⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 



 

⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 

⑦ 情報セキュリティ監査の受入れ 

 

（２）機密保持 

受注者は、本事業務内で知り得た各調査票情報、その他スポーツ庁から入手した資料や

開発過程で作成された資料等、知り得た内部情報の一切について、契約期間中及び契約

期間満了後を問わず、受注者は情報の記録媒体の返納、焼却等適切な措置をとることに

より機密を保持しなければならない。 

また、本事業務内で新たに開発された技術及び知識についてはその機密を保持するもの

とし、スポーツ庁に無断で公開又は第三者への使用を行ってはならない。 

 

（３）コンテンツ作成時におけるセキュリティ要件 

① 電子調査票及び関連する情報システムについて、十分理解した上で作業に着手するとと  

もに、設計・開発全般にわたって脆弱性の回避等、情報セキュリティ対策に留意すること。 

② 電子調査票は、政府統計共同利用システム内に組み込まれ稼働することから、政府統計

共同利用システムに意図しない通信を発生させるなど、悪影響を及ぼす機能を含めないこと。 

③ 電子調査票を用いて回答入力を行う調査回答者の環境において情報セキュリティ水準の

低下を招く機能、要件を含めないこと。 

 

１１ 作業の実施体制及び方法 

（１）作業実施体制 

受注者は本業務を実施するために必要な体制を構築すること。また、各作業工程におけ

る責任者及び担当者を明確にし、各工程を担当する者の責任及び命令系統に係る体制図

（人数、命令系統が分かるもの。）をプロジェクト計画書に明記するとともに、その内容

をスポーツ庁に説明し承認を得ること。 

作業実施体制には、少なくともプロジェクト責任者、品質管理責任者を含めること。な

お、必要に応じて、その他の責任者を設けることも可とする。各責任者の実施する役割に

ついては、以下に定める。 

なお、本業務について、契約期間全体にわたって一貫して実行できる体制を構築するこ

とが望ましいが、契約期間中に要員の変更の必要が生じた場合は、スポーツ庁と調整の上、

以下に定める要件を満たすとともに、同等以上のスキルを有する者を後任に充てること。 

 

①  プロジェクト責任者 

プロジェクト責任者は、次に掲げる業務を実施すること。ただし、受注者が新たに定義す

る業務を追加することを妨げない。なお、やむを得ない場合は、定例報告や会議への出席

等、必要に応じプロジェクト責任者が指定する者に代理させることできる。 

(ｱ) 定例報告書の作成 

(ｲ) 定例報告会への出席及び業務状況の定例報告 

(ｳ) スポーツ庁が適宜開催する会議への出席 

(ｴ) 本業務管理に係る計画の立案及びスポーツ庁の承認の取得 

(ｵ) 本業務全体のリスク、ペンディング事項等の管理の統括、管理状況の評価及びスポーツ庁 

への報告 



 

(ｶ) 本業務全体でのプロジェクト標準の遵守の徹底 

(ｷ) 関連する調達案件の受注者との全般的な調整 

 

②  品質管理責任者 

品質管理責任者は、次に掲げる業務を実施すること。ただし、受注者が新たに定義する業

務を追加することを妨げない。なお、やむを得ない場合は、定例報告や会議への出席等、

必要に応じ品質管理責任者が指定する者に代理させることできる。 

(ｱ) スポーツ庁又はプロジェクト責任者が必要と判断した会議への出席 

(ｲ) 定例報告会への出席及び品質管理に関する定例報告 

(ｳ) 品質管理に係る計画の立案及びスポーツ庁の承認の取得 

(ｴ) 品質管理の統括、品質状況の評価及びスポーツ庁への報告 

(ｵ) 受注者が作成又は納入する成果物の品質管理の徹底 

 

（２）受注者等に係る資格等の要件 

  受注者又は受注者と共同により主に「イ 政府統計共同利用システム電子調査票の改修」

に取組む者（以下、実施予定組織）は、本業務の遂行に必要な関連知識、システム開発能力、

プロジェクト管理能力を有し、「体育・スポーツ施設現況調査」と同等規模以上のアンケー

トや調査における情報システムの設計・開発経験あるいは運用・保守業務を実施予定組織自

らの経験として有していること。 

さらに、以下のいずれかの要件を満たしていること。 

・本業務の実施予定組織が、財団法人日本適合性認定協会若しくは海外の認証機関によ

り認定された審査登録機関による ISO9001の認証を受けていること。 

・本業務の実施予定組織が、財団法人日本情報処理開発協会による ISMS適合性評価

制度の認証を受けていること。 

・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が提供する情報セキュリティ対策ベンチマー

クに基づく平均成熟度が４以上であること。 

・本業務の実施予定組織が、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が定めるプライ

バシーマークの認定を受けていること。 

・上記に掲げた要件と同等以上の品質管理及び情報セキュリティ確保のための体制を

有していること。（技術提案書において、同様以上性について具体的に説明するこ

と。） 

 

（３）作業要員に係る資格等の要件 

① プロジェクト責任者として従事する者は、スポーツ施設等文教施設やスポーツを取り巻

く環境等に関する調査業務や、「体育・スポーツ施設現況調査」と同等規模以上のアンケー

トや調査における情報システムの設計・開発業務あるいは運用・保守業務に従事した経験

を有すること。 

さらに、プロジェクト責任者としての管理能力を有すことの確認にあたり、以下のいず

れかの要件を満たしていること。 

・経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ（PM）試験の合格者 

・プロジェクトマネジメント協会（PMI）のプロジェクトマネジメントプロフェッショ

ナル（PMP）試験の合格者 



 

・上記に掲げた試験の合格者と同等以上のプロジェクト管理能力を有していること。

（なお、同等以上の能力を有していることについては、技術提案書において、過去の

業務従事実績、役割、担当範囲等を具体的に示すこと又は他試験の合格状況等により

説明すること。） 

  ② 本業務の実施体制の中に、情報セキュリティ対策に関する専門的な知見を有する者として、

以下のいずれかの要件を満たす者を、少なくとも１名以上含めること。 

     ・情報処理安全確保支援士の有資格者であること 

・上記に掲げた有資格者と同等以上の情報セキュリティに関する知見を有しているこ

と。（なお、同等以上の知見を有していることについては、技術提案書において、過

去の業務従事実績、役割、担当範囲等を具体的に示すこと又は他資格の取得状況等に

より説明すること。） 

③ 本業務の実施体制の中に、少なくとも１名は、HTML、JavaScript、CSS、XMLに関して十分

なスキルを有する者がいること。（技術提案書において、これらのスキルを有することを説

明すること。） 
④ 各要員が、本件の安全な履行に必要な知識を身につけ、以下の教育を契約前に受けている

又は受ける予定であること。（技術提案書において、これらの教育の実施状況又は予定につ

いて記載すること。） 

     ・セキュリティ及び個人情報保護に関する教育 

     ・秘密保持に関する教育及びモラル教育 

 

（４）作業場所等 

原則として、受注者の用意する作業環境（日本国内に限る）とする。 

受注者は、本業務の履行にあたり、必要な作業場所及び作業環境（必要な機材類、媒体、その

他消耗品等）について、準備すること。また、作業場所の入退室管理及び作業場所内での開

発機器又は情報の取扱いについては、自らが責任を持って行うこと。 

なお、結合テスト以降の工程については、原則として政府統計共同利用システムの検証環

境に、電子調査票を登録し、文部科学省が指定するネットワーク環境を活用して実施するこ

と。また、受入テストはスポーツ庁が行うものとする。 

 

（５）プロジェクト管理 

受注者は、プロジェクト計画書に定めるスケジュールに基づき、各作業工程別に進捗状

況（計画と実績）を管理し、定期的にスポーツ庁に対して進捗報告を行うこと。また、ス

ケジュール及び計画と実施状況との差、品質管理上のリスクや課題等を適切に把握の上、

進捗状況の評価を行い、スポーツ庁の承認を得ること。 

なお、作業の遅延が発生した場合、又はそのおそれがある場合にはスポーツ庁に対し、

遅延原因及び対策について速やかに報告すること。受注者の責に帰する遅延等によって発

生した損害に係る費用については、本業務の契約額を上限として受注者の負担とする。 

 

（６）進捗管理 

本業務においては、以下のとおり会議を開催し、進捗管理を行うこととする。 

プロジェクト責任者及び品質管理責任者は、必要な報告書類を会議開催までに作成し、会



 

議終了後速やかに議事録を書面でスポーツ庁に報告し、その了承を得ること。 

スポーツ庁又はプロジェクト責任者が必要と判断した場合、プロジェクト内の担当者を

適宜出席させることができる。 

また、スケジュール、計画及び進捗管理の方法に是正又は変更の必要がある場合は、そ

の原因又は問題点を明らかにし、是正又は変更後の計画を策定後、スポーツ庁の承認を得

ること。 

 

① 定例報告会 

プロジェクト責任者は、各業務の実施状況（進捗、課題等をまとめた定例報告書を作成

し、原則週１回に一度開催する定例報告会においてスポーツ庁に報告すること。また、併

せて品質管理責任者は品質管理に関する定例報告を行うこと。 

その他、定例報告会に係る詳細については、契約締結後にスポーツ庁と協議の上決定する

ことする。 

 

② その他の会議 

プロジェクト責任者は、定期報告以外にも報告が必要となる場合には、適宜会議体を設置

してスポーツ庁へ報告すること。なお、業務について遅延が発生した場合又はそのおそれ

がある場合には、スポーツ庁に対し、遅延原因及び対策について遅滞なく報告すること 

 

留意点 

・事業開始時、事業終了時の打合せは、必ずプロジェクト責任者も同席すること。 

・打合せの開催に向け、日程調整、議事次第等必要な資料の作成、打合せ後の議事録の作

成を納入期限までに行うこと。 

・円滑な運営を行うため、打合せ開催に必要な会場設営及びオンライン設備に関する準備

を行うこと。 

・事業の実施に必要がある場合、スポーツ庁と協議のうえ、随時打合せを実施すること。

その際、当日の進行及び実施方法、運営体制等については関係者間で協議すること。 

 

１２ 事業規模 

   事業規模は１２，０７２千円（税込）を上限とする。 

 

１３ 応札者に求める要求要件 

（１）要求要件の概要 

     ① 本委託事業に係る応札者に求める要求要件は、「(２)要求要件の詳細」に示すとおりであ

る。 

     ② 要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 

     ③「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技術審

査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象

から除外される。 

     ④ 必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくても

不合格とならない。 

     ⑤ これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、「令和８

年度「体育・スポーツ施設に関する調査研究」技術審査委員会」において行う。なお、総

合評価落札方式に係る評価基準は別添の「体育・スポーツ施設に関する調査研究」評価基



 

準」に基づくものとする。 

 

    (２) 要求要件の詳細 

     １ 事業内容に関する評価   

       1-1  事業内容の妥当性、独創性 

       ＊ 1-1-1 事業の目的及び趣旨との整合性がとれていること。 

       ＊ 1-1-2 仕様書記載の事業内容について全て提案されていること。 

〔仕様書に示した内容以外の独自の提案がされていれば、その内容に

応じて加点する。〕  

             1-2  事業の実施方法の妥当性、独創性 

              ＊ 1-2-1 事業の実施方法が妥当であること。〔その手法に事業成果 

を高めるための工夫があれば加点する。〕 

              ＊ 1-2-2  事業の実施方法や手順が明確であること。 

             1-3 作業計画の妥当性、効率性 

              ＊ 1-3-1 各事業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があること。 

〔各事業の日程・手順等が効率的であれば加点する。〕 

 

          ２ 組織の経験・能力 

             2-1 組織の類似事業の経験 

                2-1-1 過去にスポーツ施設等文教施設やスポーツを取り巻く環境等に係る調

査業務や、「体育・スポーツ施設現況調査」と同等規模以上のアンケート

や調査における情報システムの設計・開発業務あるいは運用・保守業務

に関する類似の事業を実施した実績があればその内容に応じて加点す

る。 

          

             2-2 組織の事業実施能力 

              ＊ 2-2-1 事業を遂行する人員が確保されていること。 

                 2-2-2  幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点す

る。 

              ＊ 2-2-3  事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を有していること。 

 

             2-3  事業実施に当たってのバックアップ体制 

                 2-3-1 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていれば加点する。 

 

          ３ 業務従事予定者の経験・能力 

             3-1 業務従事予定者の類似事業の経験 

                3-1-1 過去にスポーツ施設等文教施設やスポーツを取り巻く環境等に係るデ

ータ分析等に関する調査業務や、「体育・スポーツ施設現況調査」と同等

規模以上のアンケートや調査における情報システムの設計・開発業務あ

るいは運用・保守業務に関する類似の事業をした実績があればその内容

に応じて加点する。 

          

             3-2 業務従事予定者の事業内容に関する専門知識・適格性 

              ＊ 3-2-1 事業内容に関する知識・知見を有していること。 

                 3-2-2 事業内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 

 

     ４ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

4-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組 

         4-1-1 以下のいずれかの認定等があること。〔ワーク・ライフ・バランス等の



 

取組に関する認定内容等により加点する。〕 

         ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基

づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）を受けている

こと。又は、女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画策定済（常時

雇用する労働者の数が 100人以下のものに限る） 

○ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企

業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）又は次世代法

にもとづく一般事業主行動計画（令和７年４月１日以後の基準）策定（常

時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る）又は、一般事業主行動

計画策定済（常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る） 

○ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受 

けていること。 

○ スポーツ庁「Sport in Life プロジェクト」によるスポーツエールカンパ 

ニーの認定を受けていること。 

        ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人について

は、相当する各認定等に準じて加点する。 

 

５ 賃上げを実施する企業に関する指標 

5-1 賃上げの表明 

 以下のいずれかを表明していれば加点する。（いずれかを応札者が選択す

るものとする※１） 

5-1-1  入札者である中小企業※２等が、契約締結予定日が属する会計年度に

開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を 2.5％以上増

加させる旨を従業員に表明していること。 

5-1-2  入札者である中小企業等が契約締結予定日が属する暦年において、対

前年比で「給与総額」を 2.5％以上増加させる旨を従業員に表明してい

ること。 

※１ 経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加

点を受けるために表明した期間と重ならないようにすること。 

 ※２ 中小企業とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条第２項、

第３項及び第６項に規定される、資本金等の額等が１億円以下であるも

の又は資本等を有しない普通法人等をいう。 

 

１４ 委託 

    委託事業の全部を再委託することはできないものとする。ただし、本事業の一部 を再委

託することが事業を実施する上で合理的と認められるものについては、事業 の一部を再委

託することができる。なお、再委託を受けた団体は、その事業の全部 又は一部を第三者に

委託すること（再々委託）はできない。 

 

１５ 届出義務 

    受注者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案

書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった

場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。 

 

１６ 賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項 

スポーツ庁は、受注者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場

合、受注者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。）が終了した後、表明した率の賃上

げを実施したことを以下の手法で確認する。 

・5-1-1の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書の「10 主



 

要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を比較する。 

・5-1-2の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「１給与所得の源泉徴収

票 合計表（375）」の「Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を比較する。 

加点を受けた受注者は、確認のため必要な書類を速やかにスポーツ庁に提出すること。

ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会

計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類である

と認められる書類等をもって代えることができる。 

 

上記の確認を行った結果、加点を受けた受注者が表明書に記載した賃上げ基準に達して

いない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の

総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は従業員への賃上げ計

画の表明書裏面の（留意事項）を確認すること。 

なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同

様の措置を行う。 

また、受注者は、経年的に賃上げ表明を行う場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を

前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間

と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を

受ける期間との間に不整合が生じることとなるため、賃上げ表明を行う期間は、前年度に

加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしなければならないことに留意す

ること。 

 

１７ 子会社、関連企業に対する利益控除等透明性の確保 

再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託

費以外のすべての費目においても、受注者の子会社や関連企業への支出に該当する経費に

ついては、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保する

ことで、価格の妥当性を明らかにすること。 

 
１８ 取引停止期間中の者への支出の禁止 
      再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 

 

１９ 協議事項 

この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、スポ

ーツ庁と適宜協議を行うものとする。 

 

  



 

（別添） 用語の定義 

No 用語 説明 

1 

政府統計共同利用システ

ム 

「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成 18 年

3月 31 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に

より総務省が中心となって整備されたシステムで、各府省の

統計関係のシステムを集約させ、政府全体で共有するための

システムの総称であり、複数のサブシステムで構成されてい

る。 

2 

オンライン調査システム 政府統計共同利用システムのサブシステムのひとつで、政府

が実施する統計調査をオンライン化するために各種の共通化

された機能を備える。 

3 

電子調査票ガイドライン

（概要編、電子調査票開

発編） 

政府統計共同利用システムにおけるオンライン調査システム

で利用する電子調査票の開発手順をまとめたガイドライン。 

4 
調査実施機関 本調査の実施主体であるスポーツ庁参事官（地域振興担当）

のことをいう。 

5 

経由機関 本調査は、調査年の委託事業受注者、自治体を経由し調査を

実施する。経由機関とは、受注者及び自治体である、都道府

県・市区町村などの所管部局をいう。 

6 

調査対象施設 調査対象である学校体育・スポーツ施設、公共社会教育施設

等に付帯するスポーツ施設、大学・短期大学・高等専門学校

体育施設をいう。 

7 

調査回答者 オンライン調査に回答する都道府県教育委員会、市区町村教

育委員会、都道府県私立学校所管部局、国立大学、公私立大

学、公私立短期大学及び国公私立高等専門学校、国立専修学

校をいう。 

8 調査票 本調達の電子化対象の調査票をいう。 

9 

電子調査票 従来の紙の調査票を電子化した調査票で、オンライン調査シ

ステムによりインターネット上で取得・提出ができる HTML 

形式の調査票。レスポンシブデザイン対応とする。 



 

No 用語 説明 

10 

調査回答者情報 以下の３つの情報で構成されるデータ。項目定義設計書の項

番と連携した CSV 形式のデータ（文字コード：UTF-8 対

応）。 

①調査対象者情報 

調査対象者が政府統計オンライン調査総合窓口（e-

survey）にログインするための調査対象者 ID やパスワー

ド、キー項目や、調査対象者が回答する電子調査票 ID 

等。 

②連絡先情報 

調査対象者の連絡先情報。 

③プレプリント情報 

調査実施機関が把握している調査対象者に関する情報を

指定することで、あらかじめ電子調査票へ反映させるこ

とが可能。 

 

11 
自動審査設計書 回答内容に対してどのような基準で審査を行うか（エラーチ

ェック、値の妥当性など）を記載した設計書をいう。 

12 

プレプリント 調査実施機関が把握している調査対象者に関する情報を指定

することで、あらかじめ電子調査票へ反映させることが可

能。 

 

 

 


